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秋も深まり、朝晩は冷えてまいりました。皆様、くれぐれもお体にお気を
付けいただき、引き続き地域防災活動へのご協力をお願いいたします。

【主な改正点】
・拠点開設時の安全確認に係る記載の追加・修正
・コロナ５類移行後の感染症対策に係る記載の追加・修正
・「訓練編」の追加
・J-anpi ※1の運用終了に伴う記載の追加・修正
・備蓄品リストの更新 ※2

※1 市民が安否情報を検索するために運用していたシステムです。

※2 各拠点又は神奈川区役所で配備した物品等は含まれていません。

【その他】
今回の拠点マニュアル改正をもって、「新型コロナウイル

ス感染症を踏まえた地域防災拠点開設・運営のポイント（令
和３年５月一部改訂）」及び「地域防災拠点訓練マニュアル
（平成28年４月改訂）」は廃止されます。

「地域防災拠点」開設・運営
マニュアル改正！

又は

『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』
掲載ページ

「地域防災拠点」開設・運営マニュアル

９月30日から、横浜市共通の『「地域防災拠点」開設・運営マニュアル』

が改正されました！

備蓄食料の
賞味期限に注意！

ご提出いただいた「備蓄食料の有効活用数量」に基づき、備蓄食料の更新を行
いました！回収・搬入にご協力いただき、ありがとうございました。

有効活用を予定している備蓄食料につきましては、賞味期限切れのものを配布
しないよう、必ず期限をご確認ください。

また、年度内に期限が切れる備蓄食料（保存パン、おかゆ、クラッカー、ライ
スクッキー）を活用する場合は、誤配布の原因となるため、必ず令和５年12月ま
でに使い切ってください。

詳しくは
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訓練が盛んに行われる時期になってきました。
皆様、けが等に気を付けながら訓練実施をお願いいたします。
次回の地域防災拠点だよりは、冬頃を予定しております！

神奈川区地域防災拠点連絡協議会総会でお知らせしたところですが、令和５年10
月から12月を目処に、ハマッコトイレ用「貯留弁開閉治具」を配布します。

※一部の拠点を除きます。
配布されましたら、ぜひ一度お試しください！

貯留弁開閉治具の配布について

ここに
使います！

貯留弁開閉治具の
ここがすごい！

・立ったまま貯留弁を引き上げる
ことができるので、かがむ必要な
し！

・ストッパーを付けることで、人
力で貯留弁の開状態を維持する必
要なし！

訓練タイムスケジュール案をご紹介！～ Part 1～

時間
（目安） 内容

9:00
避難者の参集
～開会式～
・・・地域防災拠点運営委員長による開設宣言等

9:10
■避難者の受入訓練
・避難者が世帯ごとにカード提出、運営委員は集計
（・行政職員は避難者情報をシステムに入力）
・避難者割り振り・・・区割りスペースの作成

10:00 ■下水直結式仮設トイレ設営訓練

11:00
■災害時の飲料水確保訓練
（地下給水タンクが設置されている拠点は実技、設置されていない拠点は講座）
■情報受伝達訓練
・・・デジタル移動無線取扱、自治会町内会と拠点との連絡方法確認

12:00 ～各種訓練の終了・閉会式～
・・・地域防災拠点運営委員長による講評等

「久しぶりの訓練で、何から取り組めばいいのかわからない…」「訓練内容の一例がしりた
い！」などの声にお応えして、訓練内容案を作成いたしました！

今後の訓練内容のご検討の際に、ご参考になさってください。
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